
地域密着型通所介護サービスの利用範囲

法令

要介護 利用可（みなし） (ア）

要介護　（住所地特例対象者） 利用可 (イ）

～H28.3.31まで　 　H28.4.1以降～

柏市の方針（案）

要支援 要介護 認める (ウ）

要介護 認めない (エ）

要支援 要介護 認めない (オ）

～H28.3.31まで　 　H28.4.1以降～

※この他，方針にあるとおり，個別にやむを得ない場合に，利用を認める

要介護

要支援

H28.4.1 

H28.4.1 

指定更新 
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